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「商工会は、行きます、聞きます、提案します」 ～会員満足向上運動展開中～ 
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被表彰者の皆様、誠におめでとうございます。長年のご功績に心より敬意を表し、お祝い申

し上げます。 

令和２年度の勤続功労者表彰におきましては、コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、

例年実施している表彰式は残念ながら行われませんでしたが、各事業所より推薦を受けました

１９事業所５７名の方々が表彰されました。 
 

■令和２年度勤続功労表彰者一覧  ５７名（敬称略） 
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■令和２年度勤続功労表彰者一覧  ５７名（敬称略） 
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（令和３年２月５日現在） 

 

 

 

 

 

（平成 31年 4月 30日時点） 

番 号 事業所名 代表者 業務内容 住 所 

1 フィーカ 河原木 徹 コンサルタント業 新町 

2 有限会社サンウッドガス 岩﨑 有光 プロパンガス販売業 青笹町 

３ 日向鉄工 菊池 正徳 鉄工業 小友町 

4 スナックＣＯＣＯ 小野 幸枝 飲食店 新穀町 

5 合同会社とおの結屋 柄澤 靖彦 小売業 上郷町 

6  菊池  強 建築業 上郷町 

 

 

小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめら

れたり、退職されたりした場合、生活の安定や事業の再建を図る

ために資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。 

いわば「経営者の退職金制度」といえます。 

 

 
 

平成２３年１月からは個人事業主の「共同経営者」も２名まで加入できるようになりました。

共同経営者とは、事業主とともに経営に携わっている方で下記の条件を満たす方で、いわゆ

る事業専従者です。 
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